[bookmark: _Hlk203579867]中土佐町猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

（趣旨）
第1条　この要綱は、猫の不妊去勢手術を推進することにより、猫の増加を抑制し町民の快適な生活環境の確保を図ることを目的とし中土佐町補助金交付規則（平成18年中土佐町規則第37号)に基づき、中土佐町猫の不妊去勢手術費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
（補助対象者）
第2条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
（1）中土佐町内に住所を有すること。
（2）町税等を滞納していないこと。
（3）猫を所有し、又は飼い主のいない猫（中土佐町に生息する猫で、所有者がいないことが明らかであるものをいう。以下同じ。）を飼養管理していること。
(4)中土佐町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成24年中土佐町規則第26号）第2条第2項第5号のいずれにも該当しないこと。
（補助対象猫）
第3条　補助金の交付の対象となる猫（以下「補助対象猫」という。）は、補助対象者が所有する猫又は補助対象者に飼養管理されている飼い主のいない猫であって、耳カット等により不妊・去勢手術済みであることが識別できる措置が施されていること。ただし、手術後に譲渡を予定している場合など、町長が特別な事情があると認める場合は、当該識別措置を免除できる。また、営利を目的に所有又は飼養管理している猫については、補助対象猫として扱わない。
（補助金額）
第4条　補助金の額は、補助対象猫1匹につき5,000円とする。ただし、当該手術費用が5,000円未満の場合は、その額を上限とする。
（交付申請等）
[bookmark: _Hlk203575932]第5条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、当該年度の3月1日までに、中土佐町猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書兼実績報告書（別記様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
（1）当該手術に係る領収書及び関係書類（手術証明書、写真等）
（2）町税等その他の納入状況確認のための同意書
（交付決定）
第6条　町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い中土佐町猫の不妊去勢手術費補助金交付決定兼補助金額確定通知書（別記様式第2号）をもって申請者に通知するものとする。
2　町長は、申請に対し不交付の決定をしたときには、中土佐町猫の不妊去勢手術費補助金交付却下通知書（別記様式第3号）をもって申請者に通知するものとする。
（補助金の交付請求）
第７条　補助決定者は、前条の規定による補助金額の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書（様式第4号）により町長に補助金の交付を請求するものとする。
（補助金の交付の取消し）
第8条　町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)　補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3)　補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4)　補助事業を中止又は廃止したとき。
2　前項の規定は、補助金額の確定後であっても適用する。
（補助金の返還）
第9条　町長は、補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
（調査等)
第10条  町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
（その他）
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
　　　附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
